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テクノロジーの革新的進展とスマート保安の推進

 近年、IoT、ビッグデータ（BD）、人口知能（AI）、ドローン等の新たなテクノロジーが進展し、各分野の産業
活動に革新的なインパクトを与えている。（非連続的技術革新）

 電力、ガス、高圧ガス等の産業保安分野でも、IoT、BD・AI、ドローン等の革新的技術の導入により安全性と効
率性を追求する取組(保安のテクノロジー化に向けた官民の取組（＝スマート保安）)が進みつつある。

テクノロジーの発展と第四次産業革命 スマｰト保安の取組

（出典）自律制御システム研究所

○効率化による人手削減
○災害時の迅速な現状把握

ドローンによる点検

異常予兆検知（パイプ音の解析によるパイプつまり予兆把握）

○熟練の勘に代わるデータ
○事故・トラブルを予防、安定稼働により生産性向上

（出典）横河ＳＳ

あらゆるモノや情報がインターネットを通じて繋がり、
それらが互いにリアルタイムで情報をやり取りしつつ（相互協調）
人の指示を逐一受けずに判断・機能し（自律化）
システム全体の効率を高めるとともに
新たな製品・サービスを創出（高度化）

（出典）経済産業省新産業構造部会第一回事務局資料（2015年9月17日）

自律化、相互協調

• IoT

• 人工知能

（ディープラーニング）

• ビッグデータ、クラウド

動力の獲得

（蒸気機関）

動力の革新

（モーター）

自動化

（ICとプログラム）

高度化

第一次産業革命 第二次産業革命 第三次産業革命 第四次産業革命

無人化
将来予測

相互協調による最適化
マス・カスタマイゼーション

遠隔制御
モノのサービス化
最適プランニング

大量生産・高速輸送
微細な制御

省人化
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（参考１）スマート保安の事例
事例①(高圧ガス分野)

AIによるプラント自動運転の実証（ENEOS株式会社）

外乱による装置変動の安定化、およびベテラン運転員と同等以上の生産効率
化・省エネ運転を実行するAIシステムの開発により、プラントオペレーションの常
時自動化を目指す。 （令和2年度補正産業保安高度化推進事業採択事業）

事例②(電力分野)

設備情報を用いた効率的な更新計画の策定
（関西電力送配電株式会社）
変電設備・送電設備・配電設備に対して、設備情報を収集・解析し、設備更新
の優先順位を付けを行い、将来に亘る効率的な設備更新計画が策定できる取
り組みを実施。特に、配電設備は設備数が膨大であるため、AIを用いたビック
データ解析を行うことで、機器の劣化状況を定量的に評価し、設備の改修判断
基準の見直し・中長期改修計画の策定に活用。 （第4回インフラメンテナンス大
賞経済産業大臣賞受賞）

プラント自動運転の将来像

AI制御モデルが目指す運転

現在プラントオペレーションにて人が行っている24時間体制の監視と操作判断をAIに置き換え
ることで常時自動化を目指す。

開発するAIは外乱による装置変動の常時安定化、およびベテラン運転員と同等以上の生産
効率化・省エネ運転を実行するモデルとする。

事例③(都市ガス分野)

都市ガス導管のAI技術による劣化予測
（東邦ガス株式会社、Fracta）

•東邦ガス株式会社とFractaは、2019年8月から東邦ガス管内（愛知、岐阜、三
重の3県）における ガス管劣化予測のアルゴリズムに係る実証実験を開始。
Fractaがこれまで水道管の事業者に提供してきた技術をガス管に応用するもので、
1,000以上の環境変数を用いた配管劣化予測ＡＩアルゴリズムをガス管へ適用。
•現在も実証実験中ではあるが、今後このような技術の活用による保安の維持・向上
が期待されるところ。

水道管向けFractaソフトウェアのイメージ
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（参考２）スマート保安官民協議会の取組

 スマート保安を強力に推進するため、2020年6月より官民のトップによる「スマート保安官民協議会」を開催。

 協議会では、スマート保安の基本的な方針を明確化し、その重要性と取組の方向性を官民で共有する。この
共通認識の下、①企業は、新技術の開発・実証・導入等の取組を主体的に推進し、②国は、保安規制・制
度の見直しを機動的に行う。これにより、スマート保安による一層の安全性向上や企業の自主保安力の強化
を実現するとともに、ひいては関連産業の生産性向上・競争力強化を図る。

 技術革新に対応した
保安規制・制度の見直し
テーマ例
・ドローンを検査規格に位置づけ
・遠隔監視による高度化・効率化
・AIの信頼性評価のガイドライン

 スマート保安促進のための仕組み作
り・支援（事例の普及、表彰制度、技術開
発支援等）

民
（業界団体トップ）

石油、化学、電力、ガス、鉄鋼、計装、エンジニアリング、
メンテナンス等

官
（経済産業大臣、関係局長）

 IoT/AI等の新技術の
開発・実証・導入
テーマ例
・巡視ドローン・ロボット導入
・IoT/AIによる常時監視、異常の
検知・予知

・現場の効率化、人員の代替

 スマート保安を支える人材の育成

スマート保安官民協議会

基本方針

①基本的な考え方
②具体的な取組
③取組のフォローアップ

分野別部会

アクションプラン

産業保安に関する分野別の
取組の具体化・促進

１．事業者

（１）業界団体

・電気事業連合会会長 ・石油連盟会長

・日本メンテナンス工業会会長 ・エンジニアリング協会理事長

・日本電気計測器工業会会長 ・日本鉄鋼連盟会長

・日本ガス協会会長 ・石油化学工業協会会長 日本化学工業協会会長

（２）保安関連団体

・高圧ガス保安協会会長 ・電気保安協会全国連絡会会長

【構成員】 ２．経済産業省

・経済産業大臣

・技術総括・保安審議官

(産業保安グループ長) 

・製造産業局長

・商務情報政策局長

・資源エネルギー庁長官
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（参考３）スマート保安を進めるための行政側の取組（政省令改正等）

 これまで、行政側においても、スマート保安の推進のため、事業者へのインセンティブ制度の創設、テクノロジー
導入を可能とする規制改正及び事業者の取組を支援するガイドライン作成等の取組を実施してきた。

①スーパー認定事業所制度（高圧ガス保安法）

完成検査及び保安検査の検査方法について、これまで目視検査
とされていたところ、カメラを搭載したドローン等を活用した検査を
可能とするための法令改正を実施。（2020年10月）

○概要
IoT等の新技術の活用及び高度なリスクアセスメントの
実施等、高度な保安の取組を行っていると認定された事業
所について、完成検査・保安検査に係る規制を合理化す
る制度。2017年4月から導入し、高圧法分野の企業にお
けるスマート保安の取組を促してきた。

○インセンティブ措置

通常の事業所

①連続運転期間・・・1年間

②完成・保安検査・・・都道府県が検査

③検査方法・・・告示に定められた方法（KHKS）

スーパー認定事業所

①連続運転期間・・・8年以下（事業者が設定）

②完成・保安検査・・・事業者自らが検査

③検査方法・・・事業者が自由に設定した方法

）

②カメラ搭載のドローン等による検査を可能とする規制改正

これまでの取組例

AIは保安力・生産性を飛躍的に高める可能性を有しているが、
このAIの導入を促進するため、AIガイドライン・事例集を策定。
（2020年11月）

• 「プラント保安分野AI信頼性評価ガイドライン」：厳格な安
全性が求められる石油・化学プラントで、適切にAIの信頼性
評価を行い安全に対する説明責任を果たす方法論を提示。

• 「プラントにおける先進的AI事例集」：AIの投資効果を明
確にし、AI導入時の典型的な課題（AI人材不足、目標設
定の困難性等）の解決方法を具体的に提示。

③プラント保安分野のAIガイドライン・事例集

石油精製・石油化学、電力・ガス等の分野において、スマート化
技術の内容やその効果、技術導入に成功した要因等を取りまと
めた「スマート保安先行事例集」を策定。（2017年4月）

④スマート保安先行事例集



保安人材の枯渇①

 産業保安分野においては、保安人材の多くを占める熟練層が今後大量に退職する中で、若年層の雇用も困難
な状況にあり、我が国の産業構造の基盤を担う産業保安の確保が根底から揺らぎかねない危機的な状況にあ
る。
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（出典）経済産業省「電気施設等の保安規制の合理化検討に係る調査」
（電気保安人材の中長期的な確保に向けた調査・検討事業） （平成29
年度委託調査）
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保安人材の枯渇②
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＜アンケート調査概要＞
•調査対象：石油連盟、石油化学工業協会、

一般社団法人日本化学工業協会の加盟各社
•調査期間：令和元年８月16日から令和元年９月5日
•回答母数：石油精製２４ 石油化学５９ 一般化学５８

我が国の労働人口は減少し続けており、今後も長期的
に減少していく。

（出典）人口問題研究所「日本の将来推計人口」のデータを基に、
65歳以上の労働率は10％と仮定し推計した
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保安体制の成熟と重大事故の減少

 保安規制の基本的な体系が形づくられた戦後・高度経済成長期に比し、従来の産業保安分野においては、重
大事故は全体として減少しており、相当程度、保安体制は成熟化している。

7

重大事故（死亡事故・死亡者）の減少

（内訳）高圧ガス（死亡事故件数）

※製造段階に係る死亡事故(赤色部分)は長期的には減少傾向。
※消費段階の死亡事故（青色部分）について、2000年代の数が多いのは、中毒及び酸欠による事故が多くなっているため
（計6件）。これは、2001年に「高圧ガス保安法事故措置マニュアル」を制定し、高圧ガスの事故定義を明確化したことなどに
より、噴出・漏洩等の事故に係る報告件数が増加したこと等が要因と考えられる。
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産業保安規制における詳細な個別規制とその手続

 重大事故が減少する一方で、現行法では、詳細な個別規制や膨大な届出、検査等の義務を課しており、保安
が成熟化した産業分野・事業者においては、多大な規制コストとなっている。
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高圧ガス保安法関係 電気事業法関係 ガス事業法関係

各分野の年間総手続件数

※保安人員の選解任数は令和元年度。その他は平成30年度。

高圧ガス保安法関係手続(例)※ 件数/年

製造施設等の変更許可（法第14条） 4,615

完成検査（法第20条） 4,725

保安検査（法第35条） 10,241

保安人員（保安係員等）の選解任数
（法第27条の2、法第27条の3）

56,300

危害予防規程の届出（法第26条） 1,257

総数
約22万件

（令和元年度）

総数
約1.4万件
（平成29年度）

ガス事業法関係手続(例)(平成29年度) 件数/年

保安規程の届出（変更含む）（法第24条、法
第64条、法第84条、法第97条）

1,215

ガス主任技術者の選解任届出（法第25条、法
第65条、法第84条、法第98条、法第105条）

3,915

工事計画の届出（変更含む）（法第32条、法
第68条、法第84条、法第101条、法第105条）

316

液石法関係手続(例)(平成29年度) 件数/年

業務主任者及び代理者の選解任届出（経産
大臣への届出）（法第19条、第21条）

1,501

電気事業法関係手続(例)(令和元年度) 件数/年

保安規程の届出（変更含む）
（法第42条）

99,099

主任技術者の選解任届出（法第43条） 20,887

工事計画の届出（変更含む）
（法第48条）

2,112

使用前安全管理審査
（法第51条）（火力）

91

定期安全管理審査
（法第55条）（火力、風力）

961

スーパー認定事業所1事業所においても
手続き件数は約80件/年

総数
約24万件

（令和元年度）



電力・ガスの供給構造の変化

 電力、都市ガス分野において小売自由化が進展し、小売事業者の登録数は増加し、事業主体も多様化。

 FIT制度(再生可能エネルギーの固定価格買取制度)の導入後、再生可能エネルギー発電設備の数は、急速
に増加（太陽電池発電の約98%、風力発電の約91％が小出力発電設備）し、様々な業種の主体が参入。
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電力：2016年4月の小売全面自由化後、小売事業者の登録数は
増加を続けてきており、2020年12月末時点で698者。

電力・都市ガス分野の小売自由化の進展

都市ガス：2017年4月の小売全面自由化後、電力会社等含め86
者がガス事業法に基づく「ガス小売事業」の登録を行っている。（2021
年1月19日時点）

（出典）資源エネルギー庁 第29回 総合資源エネルギー調査会
電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会（2021年1月19日）

＜太陽電池発電設備の導入件数＞

（出典）資源エネルギー庁「固定価格買取制度 情報公表用ウェブサイト
A表 都道府県別認定・導入量(2019年12月時点)」を基に作成

※2019年度は12月末時点の導入件数
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※上記件数は、12月28日までに登録や届出等があった件数。
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（出所）資源エネルギー庁調べ



再生可能エネルギー発電設備の安全確保の必要性

 FIT制度の導入後、特に急増している太陽電池発電・風力発電については、事故件数・事故率ともに増加傾
向であり、再生可能エネルギー発電設備の安全確保に対する社会的要請も高まっている。
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（取組）太陽電池発電設備等の再生可能エネルギー発電設備の事故増加への対応については、小出力発電設
備の所有者等を報告徴収の対象に加える等を内容とする改正電気事業法が2020年6月に成立。

（出典）電気保安統計年報（2018年度）
なお、2016年度以降、事故報告の対象範囲を広げている。

＜水上設置型太陽電池発電所発電設備転倒・破損事故＞
2019年9月の台風15号の強風等により、千葉県市原市に
おいて、太陽電池の約2/3（推定）が風に流され、その一部
が転倒・破損。太陽電池出力：270W×50,904枚

再生可能エネルギー発電設備の事故件数推移

＜太陽電池発電設備の事故件数の推移＞
※小出力発電設備は除く

＜太陽電池パネルの飛散＞ ＜風力発電設備の倒壊＞

＜小出力太陽電池発電設備の崩落事故＞
2018年7月の西日本豪雨の発生時に、神戸
市において、安全確認のため、山陽新幹線の
運転を一時見合わせ。

年度 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

事故件数 0 2 8 13 33 89 117

事故率（百万kW当たり） 0.0 1.1 2.0 2.3 3.6 7.1 7.9

設備量（1,000kW） 202 1,892 4,005 5,536 9,180 12,514 14,810
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大規模災害の常態化

 近年、台風・豪雨が激甚化・頻発化する傾向があり、電力の供給支障等の被害が発生。

 地震災害では都市ガスの供給支障等の被害も発生。今後は更なる大規模地震のリスクも想定される。
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大規模地震のリスク2018年度以降に発生した主な台風・豪雨・地震災害

発生した災害（発生年月） 主な被害

大阪府北部地震（平成30年6月） 停電：約17万戸、都市ガス供給支障：約11万戸

台風20号（平成30年8月） 停電：全国で約17万戸

台風21号（平成30年9月） 停電：全国で約240万戸

北海道胆振東部地震（平成30年9月） 停電：約295万戸

台風24号（平成30年10月） 停電：全国で約180万戸

平成30年7月豪雨 停電：全国で約8万戸

台風15号（令和元年9月） 停電：東京電力管内で最大約93万戸

台風19号（令和元年10月） 停電：東京電力・中部電力・東北電力管内を
中心に最大約52万戸

台風10号（令和2年9月） 停電：最大53万戸

南海トラフ巨大地震

•今後30年以内に70％～80％の確率で起きると想定される。
（地震調査研究推進本部事務局HPより）

•被災直後、最大約2,710万軒に停電が、最大約180万戸にガス
供給停止が発生。危険物・コンビナート施設については、最大で流
出約60施設、破損等約890 施設の被害が発生すると想定される。
（内閣府「南海トラフ巨大地震の被害想定について」 2013年3月）

（取組）自然災害対応については、事業者間の災害時連携を法
律で規定する措置等が存在。（改正電気事業法における「災害時
連携計画」等）

首都直下型地震

•今後30年以内に70%の確率で起きると想定される。

•東京都内で5割の需要家に停電が、3割の需要家にガス供給停止
が発生すると想定される。
（内閣府「首都直下地震の被害想定と対策について」 2013年12月）

大阪府北部地震における
都市ガス供給支障エリア

転倒した鉄塔／倒木・飛来物による電柱損壊
（台風15号）

供給停止戸数

茨
木
市
64,254戸

高
槻
市
45,745戸

摂
津
市

1,208戸

吹
田
市

744戸

合
計
111,951戸

（出典）東京電力
PG(株) ※「令和元
年台風１５号における
鉄塔及び電柱の損壊
事故調査検討ワーキン
ググループ 中間整理」
から抜粋



気候変動問題に向けたこれまでの行政の取組（カーボンニュートラルへの保安規制面からの取組）

 地球温暖化等を原因とする気候変動問題の解決が喫緊の課題となっている。地球温暖化による気候変動対
策として、カーボン・ニュートラルを実現することが必要となっている。
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○2020年10月、日本は、「2050年カーボンニュートラル」を宣言。

○温暖化への対応を、経済成長の制約やコストとする時代は終わ

り、国際的にも、成長の機会と捉える時代に突入。

→「経済と環境の好循環」を作っていく産業政策 ＝ グリーン成長戦略

・・・成長が期待される分野・産業を見いだすため・・・2050年カーボン

ニュートラルを実現するためのエネルギー政策及びエネルギー需

給の見通しを、議論を深めて行くに当たっての参考値として示すこ

とが必要。

→こうして導き出された成長が期待される産業（14分野）において、

高い目標を設定し、あらゆる政策を総動員。

<成長が期待される産業(14分野)の例(エネルギー関連産業)>

燃料アンモニア産業
発電用バーナー

（水素社会に向けた移行期の燃料）

原子力産業
SMR・水素製造原子力

水素産業
発電タービン・水素還元製鉄・

運搬船・水電解装置

洋上風力産業

風車本体・部品・浮体式風力

（出典）成長戦略会議（第6回：2020年12月）より

カーボンニュートラル地球温暖化とCO2の排出

•世界のCO2排出量は年々増加。
•新型コロナの影響で、2020年の排出量は減少が予測されているが、
経済活動を犠牲にせず、1.5℃目標（パリ協定）の実現に向かうには、
非連続なイノベーションが不可欠。

 人為起源による気温上昇は、産業革命以前と比較して約1℃に
到達。現在のトレンドが続けば、2030年から2052年の間で1.5℃
を超える。

 1.5℃で安定化を図るためには、CO2排出量が急速に削減し、
2030年までに対2010年比で約45％減少、2050年近辺までに正
味ゼロに到達が必要。

IPCC 1.5℃特別報告書
（2018）

＜世界のエネルギー関連CO2排出量の変化（1900-2020）＞

（出典）IEA 「Global Energy Review 2020」を基に一部加工



 水素・再生可能エネルギー等の利用促進に関しては、保安規制の面からも、下記のような利用環境整備を実施
してきた。
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水素関係
➡燃料電池自動車の普及等の目標に向け、燃料電池自
動車用水素タンク、水素ステーション等に係る規制を洗い
出し、改革を推進。

取組事例：遠隔監視による水素スタンド運転の無人化
圧縮水素スタンドにおいて、従業者不在でも、有人スタンドと同等
の保安水準を確保しつつセルフ充塡を可能とするために必要とな
る「監視体制」、「セルフ充塡に対する追加的安全対策」及び「緊
急時に備えた対応」の具体的要件を定めることで、これを実現。

再生可能エネルギー関係
➡太陽電池発電や風力発電等の発電設備の増
加・設置形態の変化を踏まえ、安全確保を前提と
した利用環境の整備を図るための措置を実施。

取組事例①:水上設置型太陽電池発電設備の技術基
準

水上設置型太陽電池発電設備について、水上特有の荷
重・外力（波力・水位等）や部材性能など、設計時に
考慮・検討すべき要求性能をより具体的に明記するように
電気設備の技術基準の解釈を改正（2020年6月施
行）。

取組事例②:風力発電設備の20kW以上～500kW
未満の使用前自己確認制度導入

FIT法に基づく認定件数が増加（2019年度認定件
数：127件）していることを踏まえ、その運転時の一層の
安全確保を図るため、使用の開始前に、国が事業者の保
安の取組を確認する使用前自己確認制度を導入（電
気事業法施行規則の一部改正 2020年7月施行）。

（参考）気候変動問題に向けたこれまでの行政の取組（カーボンニュートラルへの保安規制面からの取組）



陽性者数：累計 393,121人
（2021/2/4時点）

2020年 2021年

新型コロナウイルス感染症について

 新型コロナウイルス感染症はいまだ拡大傾向にあり、産業インフラの事業継続に対しても大きな影響を与えている。

 例えば、定期的な設備点検等の人手を多く要する保安作業は、感染症拡大のリスクにつながることが指摘されて
いるところ、ドローンやAIなどの新技術の活用は、現場作業や点検頻度の低減による効率化を実現し、人の
密集の回避につながる可能性。
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新型コロナウイルス感染症の国内の感染状況

（出典）厚生労働省ウェブページ「新型コロナウイルス感染症について」より引用。

＜移動や人の接触を減らす例＞

数十種類のデータをAI解析し設備の減肉をリアルタイムで予測。
日々の点検を代替（自動化）し、作業負担を軽減。

AIによる現場作業負担の軽減

＜三密の防止につながる例＞

発電所の遠隔監視
関西電力オーストラリア・ブルーウォーターズ発電所

（出典）関西電力



参考資料
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元

合計 70 109 95 84 91 106 91 89 90 79 99 122 139 148 158 167 195 288 350 327 406 490 429 395 391 466 590 577 717 602

製造事業所 20 22 20 23 29 46 27 25 35 29 33 32 48 60 66 68 100 150 214 251 287 397 304 291 280 339 474 469 603 523

移 動 8 18 14 15 16 16 12 13 11 14 19 25 28 25 31 21 29 29 27 19 33 26 29 42 31 24 23 18 20 25

消 費 38 59 55 40 39 42 46 40 35 29 42 49 50 56 41 62 54 95 93 49 81 62 83 52 73 83 80 73 74 40

そ の 他 4 10 6 6 7 2 6 11 9 7 5 16 13 7 20 16 12 14 16 8 5 5 13 10 7 20 13 17 20 14
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高圧ガス事故件数の推移



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元

製造事業所合計 20 22 20 23 29 46 27 25 35 29 33 32 48 60 66 68 100 150 214 251 287 397 304 291 280 339 474 469 603 523

冷 凍 6 3 4 6 10 23 5 7 7 7 6 7 6 13 5 17 21 40 53 85 94 180 125 148 140 193 272 271 328 268

ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ 4 7 2 6 6 7 8 7 14 8 5 4 14 16 18 15 37 31 79 55 55 68 56 39 48 45 45 44 86 74

Ｌ Ｐ 2 7 9 5 6 6 4 3 5 7 4 6 9 8 10 10 8 24 21 20 28 27 21 23 18 17 20 11 28 36

一 般 8 5 5 6 7 10 10 8 9 7 18 15 19 23 33 26 34 55 61 91 110 122 102 81 74 84 137 143 161 145
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高圧ガス製造事業所における“種類別”の事故件数

17

※１ 高圧ガス保安法事故措置マニュアルの改正により、日常点検等において簡易な措置で停止した噴出・漏えい以外の噴出・漏えいについては事故対象であることを明確化。

※２ フロン回収・破壊法の改正により、①事業者に算定漏えい量が報告義務、②全機器を対象とした日常点検が義務化。

漏えい事故の
増加要因(※1)

漏えい事故の
増加要因(※2)
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（注）数値は、調査の進展により変わる可能性がある。負傷者にはＣＯ中毒事故の症者を含む。

※2006年以降の事故件数が増加については、2005年の悪質な法令違反事例に関連した法令遵守の徹底指導や2006年のパロマ製湯沸器に係る事
故発生に伴う事故届の徹底指導等により、潜在化していた事故の捕捉率が向上したためと推測される。
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Ｌ
Ｐ
ガ
ス
需
要
量
（
千
ｔ

）

1979年
ガス需要量 5,571 千t
事故件数 ７９３ 件
負傷者数 ８２５ 人
死亡者数 ６３ 人

2019年
ガス需要量 6,101 千t （2018年時点）

事故件数 ２０２ 件
負傷者数 ３２ 人
死亡者数 ０ 人

2006年
ガス需要量 7,969 千t
事故件数 ２１９ 件
負傷者数 ７８ 人
死亡者数 ０ 人



2020年4月～2021年1月に発生した高圧ガス及びLPガスに関する死亡事故について
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 2020/4/16 死者1名（製造事業所）（岐阜県）
冷凍設備から回収されたフロンが充填された容器から、セパレーターを介して別の容器に移充填する作業を行っていたとこ
ろ、セパレーターが破裂し、作業者が被災したもの。

 2020/5/14 死者1名（その他）（三重県）
高圧ガス設備である貯蔵タンクの法定検査における貯槽開放作業中に、協力会社の現場責任者が、マンホール開放直後
に、作業を予定していない窒素雰囲気下の貯槽内部に、許可を得ず自ら入槽し、酸欠により罹災したもの。

 2020/12/22 死者1名（消費）（愛知県）
ホテルの機械式立体駐車場において、メンテナンス作業中、二酸化炭素消火設備から二酸化炭素が放出し、１名が死
亡、１０名が重軽傷を負う事故が発生しました。原因については調査中。

 2021/1/23 死者2名（消費）（東京都）
ビル地下１階駐車場内ボンベ室において、ビルメンテナンスの作業員が二酸化炭素消火設備の点検作業（作動点検
等）を行っていたところ、二酸化炭素が放出し、２名が死亡する事故が発生しました。消火装置が作動した原因については
調査中。

 2020/7/30 死者1名（福島県）
飲食店で大規模な爆発が発生。1棟全壊、その他複数に被害。事故原因の詳細は不明な点もあるが、シンク下の腐食し
た配管からLPガスが漏洩したと推定される。

 2021/01/14 死者1名（秋田県） （詳細調査中）
一般住宅において、爆発火災事故が発生。1棟全壊、他詳細調査中。落雪により調整器のガス容器接続部及びガス
メーターの供給管・配管接続部が損傷し、いずれかからガスが漏えいしたものと推定。雪下ろしの雪に囲まれた家屋の周辺
や床下に、漏えいしたガスが滞留し、何らかの原因でガスに着火して爆発したものと推定されるが、詳細は不明。

高
圧
ガ
ス
事
故

L
P
ガ
ス
事
故

 今年度に入り、高圧ガス及びLPガスに関する死亡事故が6件発生（死亡者数では、高圧ガス5名、LPガス2名）。

（2021/2/5時点）


